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１．会社の現況に関する事項 
（１）事業の経過及びその成果 
 当事業年度における世界経済は、年初以降新型コロナウイルスの感染拡大及びそれによ

る経済・社会活動や人の移動の制限に伴い、未曾有の停滞にさらされ、リーマン・ショック

を上回る戦後最悪のマイナス成長を記録しました。世界経済は、2020 年度後半以降ワクチ

ン開発の急速な進展により経済の回復の兆しがでてきた地域も一部あるものの、パンデミ

ックの今後の展開、ワクチンが牽引する経済活動の正常化が進むまでのつなぎとなる政策

支援の有効性、金融環境等の影響を受けるため、依然として不確実性は残ったままとなって

おります。 
 感染抑制策として各国において経済・社会活動や人の移動を制限せざるを得ず、足下では、

当社の既存投資案件について、工事の遅延や中断、運営開始済の一部の案件を中心に売上・

収入の減少が見受けられ、新規案件の案件形成の進捗にも遅れが見られました。また、各国

政府の財政悪化に伴うインフラプロジェクト計画の見直し、投資リスク拡大による民間企

業の投資方針への影響が懸念されており、当社を取り巻く当面の事業環境は厳しいものと

なっています。一方で、中長期的には、我が国及び世界の持続的成長の実現に向けたインフ

ラ整備の重要性に変わりなく、世界における社会の変革やデジタル化、脱炭素化などを反映

した新たなニーズを含めた海外インフラ展開に向けて、官民一体となり戦略的に取り組ん

でいくことが不可欠です。 
 こうした中、日本政府により 2020 年 12 月に「インフラシステム海外展開戦略 2025」が

取り纏められました。同戦略では、「カーボンニュートラル、デジタル変革への対応等を通

じた、産業競争力の向上により経済成長の実現」「展開国の社会課題解決・SDGs 達成への

貢献」「質の高いインフラの海外展開の推進を通じた、『自由で開かれたインド太平洋』の実

現等の外交課題への対応」が三つの柱に掲げられ、「2025 年に受注額 34 兆円」という新た

な KPI が設定されました。 
当社は、政府のインフラシステム海外展開に係る戦略や国土交通省インフラシステム海

外展開行動計画等を踏まえて、持続可能な形で本邦企業の海外インフラ事業への参入促進

を支援するための経営基盤を着実に整備する上での指針として、(1)政策実現への貢献、(2)
ニーズへの積極的対応と事業の多角化及び高度化、及び(3)経営基盤の強化、の 3 つを基本

的視点に掲げた第 2 次中期経営計画（2020-2022 年度）を今年度策定しました。 
業務開始 7 期目にあたる当期は、6 案件についてデューデリジェンス調査開始の承認を行

い、2 案件について支援決定を行いました。設立以降、27 件の支援決定事業に対し、累計支

援決定額は 1,600 億円（出融資）、累計実投融資額は 1,045 億円となり、2 事業からの配当

を受け、のべ 51 社の民間企業の海外事業参入を促進いたしました。 
また、案件発掘・形成力の強化のために海外でのビジネス・デベロップメント活動を積極

化し、国内外の機関・企業と情報交換等を行うとともに、アジア有数の財閥たるシナルマス・

グループの一員でインドネシア最大手不動産デベロッパーであるシナルマスランドとイン



2 
 

フラ案件の共同開発・形成を推進する為のプラットフォームを構築しました。また、初の地

方自治体との協力覚書を締結し、地方企業・中堅中小企業との事業機会の発掘に繋がる体制

を構築する等、案件発掘、民間企業の参入環境整備、企業マッチング等を行い、民間企業の

更なる海外展開を促進して参りました。 
さらに、投資案件の増加に伴う事業推進体制を充実させた他、モニタリング体制の強化に

着手しました。 
上記の事業活動の結果、当期の業績は経常利益 7 億円（前期経常利益は△9 億円）となり

ました。 
 

（公表済 令和 2年度支援決定案件*） 
案件名 認可日 支援対象事業者 支援内容** 

【アメリカ】テキサ

ス州高速鉄道開発事

業 

令和 2 年 7 月 6 日 

 

Japan Texas High 

Speed Railway 

Cayman LP 

出資額：約 29 億円 

支援決定金額合計 出資額：約 402 億円 

*国土交通大臣認可取得 2 案件のうち、公表済 1 案件を記載（公表前 1 案件を除く）。 

**認可申請当時の為替レートに基づく額。実投資額と一致しない場合がある。 

 

（令和 2年度実投融資案件） 

案件名 支援認可日 初回出資日 出融資額* 
【インドネシア】ジャ

カルタ・マカッサル高

速道路事業 

令和 2 年 3 月 24 日 令和 2 年 5 月 8 日 約 16 億円 

【ベトナム】ホーチミ

ン・グランドパーク都

市開発事業 

令和 2 年 3 月 31 日 令和 2 年 10 月 14 日 約 112 億円 

（追加拠出）【アメリカ】テキサス州高速鉄道開発事業 約 25 億円  

（追加拠出）【ミャンマー】ヤンゴンランドマーク事業 約 2 億円 

（追加拠出）その他既存案件 約 2 億円 

出融資額合計 約 156 億円 

*出資当時の為替レートに基づく額。支援決定額と一致しない場合がある。 
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（２）設備投資等の状況 

  当期の設備投資につきましては、事務所の内装工事及び新型コロナウイルス感染症対

策のための備品の整備等を行い、テレワークのための環境構築を図りました。 

 

（３）資金調達の状況 

  当社は、投資に充てる資金を確保するため、政府から総額 604 億円の出資を受けまし

た。 

 

（４） 対処すべき課題 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、世界各国において感染拡大防止のため

経済・社会活動や人の移動を制限せざるを得なくなり、既存投資案件の工事の遅延や中断

に伴う工事費の増加、売上・収入の減少が見受けられ、それらによる現地事業のキャッシ

ュフローの低下等の影響がでています。引き続き支援事業の進捗状況や収益性について

注視して参ります。 

また、本年２月にミャンマーで発生したクーデターについては、同国における当社支援

案件への影響について情報収集に努め、各支援案件における今後の対応について関係者

と協議をしてまいります。 

当社の支援対象である海外交通・都市開発事業は、整備が長期にわたること及びカント

リーリスク、為替リスク、需要リスク、許認可リスク、パートナーリスク、完工リスク、

自然災害リスク等の各種リスクがあることに留意が必要です。また、事業期間が 20～30

年以上の超長期に渡る、巨額の初期投資が必要で 1件あたりの投資金額が大きくなる、相

手国の外交政策の影響の受けやすい等の特徴を有する案件も含まれます。 

当社のポートフォリオを見ると、我が国企業のニーズに応えて支援してきた結果、投資

先に集中が見られるため、当社が、持続可能な形で我が国事業の支援を引き続き行うため

には、リスクマネジメントの観点から投資先についてバランスを改善するための取組を

行うほか、管理案件の増加・多様化に伴うリスク管理体制の見直し、ガバナンスの強化が

必要であると考えております。 

また、アジア太平洋地域を中心とした本邦企業の海外展開需要をしっかり捉えて、現地

ニーズに合致した開発モデルの協創や現地企業との協業強化等を通じて支援することは、

「自由で開かれたインド太平洋の実現」（FOIP）等の外交政策や対外経済政策にも重要な

役割を果たしうるほか、対象国の抱える課題の解決や持続的な経済成長にも貢献しうる

ものです。これに応えるため、多様なニーズに即した案件形成のための要員体制を確保す

るほか、十分な政策的意義の認められるブラウンフィールド案件等への積極的出資、経営

参画による出資先事業の価値向上等により、収益力の強化を図る必要があると考えてお

ります。 
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（５）財産及び損益の状況 

    （単位：千円） 

区 分 
第 5期 

自 30 年 4 月 1 日 

至 31 年 3 月 31 日 

第 6期 

自 31 年 4 月 1 日 

至 2 年 3 月 31 日 

第 7期 

自 2 年 4 月 1 日 

至 3 年 3 月 31 日 

経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失（△） 
△1,865,157 △906,566 778,461 

当  期  純  利  益  又  は 

当 期 純 損 失（△） 
△1,868,957 △910,366 666,123 

1 株当たり当期純利益(円)又は

1株当たり当期純損失（△）（円） 

△1,783 △536 283 

総    資    産 55,331,674 88,770,248 153,059,177 

純    資    産 54,934,332 88,274,511 152,302,844 

1 株当たり純資産額(円) 44,269 44,383 47,640 

（注）金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 
（６） 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社との関係 

    該当事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 

会社名 出資比率 主要な事業内容 

Japan High-Speed Railway, Inc. 100.0％ 投資業及び関連業務 

Philippine Japan Initiative for CGC Inc. 50.0％ 調査及び関連業務 

PT. JOT INDONESIA DEVELOPMENT 99.9％ 投資業及び関連業務 

Japan Texas High-Speed Railway Cayman GP  100.0％ 投資業及び関連業務 

Japan Texas High-Speed Railway Cayman LP 56.8％ 投資業及び関連業務 

 
（７） 主要な事業内容 
  当社の主な事業は次のとおりとなっております。 
 
① 機構が支援決定を行った対象事業者に対する出資 
② 機構が支援決定を行った対象事業者に対する基金の拠出 
③ 機構が支援決定を行った対象事業者に対する資金の貸付け 
④ 機構が支援決定を行った対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有す

る有価証券の取得 
⑤ 機構が支援決定を行った対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する
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金銭債権の取得 
⑥ 機構が支援決定を行った対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務

の保証 
⑦ 機構が支援決定を行った対象事業者のためにする有価証券の募集又は私募 
⑧ 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣 
⑨ 対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する助言 
⑩ 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券の譲渡その他の処分 
⑪ 債権の管理及び譲渡その他の処分 
⑫ ①～⑪に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 
⑬ 対象事業を推進するために必要な調査及び情報の提供 
⑭ ①～⑬に掲げる業務に附帯する業務 
⑮ ①～⑭の業務のほか、上記の機構の目的を達成するために必要な業務 

 
（８） 主要な営業所 

① 本社 
   東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 
② 主要な子会社の事務所 

会社名 所在地 
Japan High-Speed Railway, Inc. 米国 
Philippine Japan Initiative for CGC Inc. フィリピン 
PT. JOT INDONESIA DEVELOPMENT インドネシア 
Japan Texas High-Speed Railway Cayman GP  ケイマン諸島 
Japan Texas High-Speed Railway Cayman LP ケイマン諸島 

 

（９）従業員の状況（令和 3年 3月 31日現在） 

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数* 

57名 100％ 47歳 3.9年 

*平均勤続年数は、社外から当社への出向者を除く。 

 

（１０）主要な借入先（令和 3年 3月 31日現在） 

  該当事項はありません。 

 

（１１）会社の現況に関するその他の重要な事項 

  該当事項はありません。 
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２．会社の株式に関する事項（令和 3年 3月 31日現在） 

（１）発行可能株式総数 4,000,000株 

（２）発行済株式の総数 3,196,900株 

（３）株主数 18名 

 

（４）株主 

株 主 名 
当社への出資状況 

持 株 数 出資比率 

財務大臣 3,078,000 96.28% 

三井住友信託銀行 株式会社 （信託口） 105,400 3.30% 

日本高速道路インターナショナル 株式会社 3,500 0.11% 

一般社団法人 日本港運協会 2,000 0.06% 

一般社団法人 日本造船工業会 2,000 0.06% 

一般社団法人 日本埋立浚渫協会 2,000 0.06% 

一般社団法人 海外エコシティプロジェクト 

協議会 

1,640 0.05% 

一般財団法人 港湾空港総合技術センター 1,000 0.03% 

一般社団法人 日本船主協会 1,000 0.03% 

一般社団法人 国際建設技術協会 200 0.01% 

一般社団法人 海外建設協会 20 0.00% 

一般社団法人 海外鉄道技術協力協会 20 0.00% 

一般社団法人 全国空港ビル事業者協会 20 0.00% 

一般社団法人 日本橋梁建設協会 20 0.00% 

一般社団法人 日本道路建設業協会 20 0.00% 

一般社団法人 日本物流団体連合会 20 0.00% 

一般社団法人 日本民営鉄道協会 20 0.00% 

一般社団法人 プレストレスト・コンクリート

建設業協会 

20 0.00% 

 

（５）その他株式に関する重要な事項 

  該当事項はありません。 

 

３．会社の新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 
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４．会社役員に関する事項（令和 3年 3月 31日現在） 

（１）取締役、監査役の氏名等 

会社における地位 氏 名 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 武貞 達彦  

専務取締役 稲川 文雄  

取 締 役 波多野 琢磨  

取 締 役 溝口 潤  

取 締 役 尾崎 充孝 
株式会社日本経済研究所取締役

常務執行役員国際本部長 

取 締 役 北川 均  

取 締 役 白田 佳子 東京国際大学 特命教授 

取 締 役 桝谷 亨 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティング株式会社常務執行役員

コンサルティング事業本部国際

業務支援ユニット長 

監 査 役 八尾 紀子 
ＴＭＩ総合法律事務所 

パートナー弁護士 

（注）１．取締役のうち、溝口潤、尾崎充孝、北川均、白田佳子及び桝谷亨は、会社法第 2 条第 15 号に

定める社外取締役であります。また、監査役は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で

あります。 

   ２．当社は執行役員制度を導入しており、令和 3 年 3 月 31 日現在の執行役員は次のとおりであり

ます。 

地 位 氏 名 

常務執行役員 髙桒 圭一 

執行役員 岡田 秀樹 

執行役員 久保 賀弘 

執行役員 鈴木 俊行 

 

（２）取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支給人数 報酬等の額 摘 要 

取 締 役 8人 84,549 千円  

監 査 役 1人 5,000千円  

計 9人 89,549 千円  

（注）金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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（３）社外役員に関する事項 

① 重要な兼職先と当社の関係 

   該当事項はありません。 

② 主要取引先等特定関係事業者との関係 

   該当事項はありません。 

③ 当事業年度における主な活動状況（海外交通・都市開発事業委員会における活動

を含む） 

区 分 氏 名 主な活動状況 

取締役 

兼 

海外交通・都市開発事業委員 

（委員長） 

溝口 潤 

当事業年度開催の取締役会 17

回のうち 16 回、海外交通・都

市開発事業委員会 18 回のうち

17 回に出席。銀行でのプロジ

ェクトファイナンス業務及び

事業会社の経営者としての経

験を活かし、社外の立場から

発言。 

取締役 

兼 

海外交通・都市開発事業委員 

（委員長代理） 

白田 佳子 

当事業年度開催の取締役会 17

回全て、海外交通・都市開発

事業委員会 18 回全てに出席。

大学教授としての財務会計及

び経営に関する見識を活か

し、社外の立場から発言。 

取締役 

兼 

海外交通・都市開発事業委員 

尾崎 充孝  

同氏の取締役就任後、当事業

年度開催の取締役会 12 回全

て、海外交通・都市開発事業

委員会 13 回全てに出席。政府

系金融機関でのファイナンス

及びリスク管理業務の経験を

活かし、社外の立場から発

言。 

取締役 

兼 

海外交通・都市開発事業委員 

北川 均 

同氏の取締役就任後、当事業

年度開催の取締役会 12 回全

て、海外交通・都市開発事業

委員会 13 回の全てに出席。エ

ンジニアリング会社での経験

を活かし、社外の立場から発
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言。 

取締役 

兼 

海外交通・都市開発事業委員 

桝谷 亨 

当事業年度開催の取締役会 17

回のうち 16 回、海外交通・都

市開発事業委員会 18 回のうち

17 回に出席。銀行での国内外

におけるファイナンス業務の

経験を活かし、社外の立場か

ら発言。 

監査役 八尾 紀子 

当事業年度開催の取締役会 17

回のうち 16 回、海外交通・都

市開発事業委員会 18 回のうち

17 回に出席。弁護士としての

専門見識を活かし、社外の立

場から発言。 

（注）当社は「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法」に基づき設立された株式会社であり、同法

第 17 条により、対象事業支援の対象となる者及び当該対象事業支援の内容の決定並びに株式等又

は債権の譲渡その他の処分の決定は、取締役会から海外交通・都市開発事業委員会に委任されたも

のとみなされています。 

 

④ 責任限定契約の内容の概要 

   当社は、定款において、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結す

ることができる旨の規定を設けております。当社は、当該定款に基づき、社外取締

役及び社外監査役全員との間で、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ

重大な過失がなかったときは、会社法第 425条第 1項に定める最低責任限度額を限

度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。 

 

⑤ その他会社役員に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

⑥ 記載内容についての社外役員の意見 

 該当事項はありません。 

 

５．会計監査人の状況 

（１）会計監査人の名称 

  東陽監査法人 
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（２）責任限定契約の内容の概要 

  該当事項はありません。 

 

（３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額（消費税を含みません。）   

区 分 金 額 

会計監査人としての報酬等の額 8,200千円 

 

（４）非監査業務の内容 

  当社は会計監査人に対して、公認会計士法第 2条第 1項の業務以外の業務（非監査業

務）である計算書類等（監査報告書を含む）の英訳の業務に対し、対価を支払っており

ます。 

 

６．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要 

 当社は、会社法及び会社法施行規則の定めに従い、取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正性を確保するために必

要な体制について、「内部統制システム基本方針」を制定しております。取締役会は、内

部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の

執行体制を確立しております。「内部統制システム基本方針」の内容は以下のとおりで

す。 

 

（１）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 事業活動のあらゆる段階においてコンプライアンスが最優先されるシステムの構

築を図るため、「コンプライアンス規程」を定め、これに基づき会社にコンプラ

イアンスを統括する部署を設置し、会社内における推進体制を整えるとともに、

その実施状況について定期的に取締役会及び監査役に報告するものとする。 

② 役職員へのコンプライアンスの徹底及び円滑な運営を図るため、必要に応じ適宜

コンプライアンスの具体的内容を示した「コンプライアンスマニュアル」を整備

し、研修等により定期的に役職員へのコンプライアンスの徹底を図る。 

③ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、警察等行

政機関と連携し、毅然とした対応を執る。 

④ 内部監査については、「内部監査規程」を定め、これに基づき実効性のある内部

監査を実施する。内部監査の実施に当たる職員は、各部室の業務から独立し、社

長の命により内部監査業務を実施するものとする。 

⑤ 財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、関連法令を遵守するとともに、

「会計規程」を定め、これに基づく適切な会計処理を行う。 

（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
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業務執行に係るリスクの適確な把握及びその管理を図るため、「リスク管理規程」

を定め、これに基づき所要の体制整備を行う。平時よりリスクの識別及び分析に努

め、重大なリスクが顕在化した場合には社長以下で構成する危機管理本部を速やか

に設置し、対応方針の決定及びその実施を行う。 

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 業務の有効性及び効率性を高める観点から、取締役会は、適時適切な経営管理を行

う。また、内部統制を規律するため「組織規程」及び「職務権限規程」を定め、こ

れに基づく分業体制による業務の専門化・合理化を図る。 

② 適切な対象事業支援を行っていくため、会社に海外交通・都市開発事業委員会を設

置し、法令及び「海外交通・都市開発事業委員会運営規程」に基づき適切に運営を

行う。 

③ 対象事業支援に当たり適切な業務執行を規律する観点から、「投資運用指針」を定

め、これに基づく業務執行を行う。 

（４）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 情報の保存及び管理を適切に行うため、「文書管理規程」を定め、重要な意思決

定等に係る文書等の保全に努める。 

② 情報及び情報システムを脅威から守るために必要な情報セキュリティ確保に取り

組むため、「情報管理規程」を定め、情報セキュリティ対策を推進する。 

（５）会社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

① 会社は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第 1条に規定する目的及び投

資先企業等の企業価値の最大化を図る観点から、投資先企業等に対する株主権等

の行使を適切に行うものとする。 

② 子会社に対して適切な経営管理を行うため、子会社に対して上記（１）から（４）

までに準ずる体制の構築を求めるとともに、子会社の代表者は、子会社における重

要な意思決定等について会社へ報告するものとする。 

（６）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 会社及び子会社の役職員は、会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事

項又はその恐れのある事項を発見した場合、会社の監査役に対し、当該事項を速

やかに報告するものとする。会社の監査役は、その職務遂行に必要な事項につい

て随時会社又は子会社の役職員に対し報告を求めることができ、当該報告を求め

られた役職員は、これに応えなければならない。会社は、監査役へ報告を行った

会社又は子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。 

② 監査役の指揮を受けてその職務を補助するため、会社に「監査担当者」を置くこ

とを「組織規程」に定め、当該担当者は、特に資金、予算及び決算その他これに

類する業務からは独立して補助業務を遂行し、監査役の指揮命令に従うものとす
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る。当該担当者の独立性に関わる事項については、監査役の意見を尊重しなけれ

ばならない。 

③ 監査役は、業務の状況を把握するため、会社からの事前の通知を受け取締役会そ

の他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。また、取締役会決議又

は社長決裁を要する文書、行政機関から発せられた重要な文書、会計監査人から

発せられた文書その他監査役の指定する文書について、決裁又は受領後回付を受

ける。 

④ 監査役が、その職務の執行について会社に対して会社法第 388条に基づく費用の

前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務

の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとす

る。 

 

（内部統制システムの運用状況の概要） 

 上記の「内部統制システム基本方針」に沿った当社の内部統制システムの当該事業年度

における運用状況の概要は、以下のとおりです。 
 

（１）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 「内部統制システム基本方針」に記載の項目については、既に基本的な制度等を整

備済であり、引き続き適切な運営を行っている。 
② コンプライアンス室は、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス事

案報告実施要綱を整備すると共に、マニュアルを用いて、全役職員を対象としたコ

ンプライアンス研修を開催した。 
③ 「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を作成し、監査役とも連携を図り、第 6

回目の内部監査を実施した。 
 

（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   業務執行に係るリスクの適確な把握及びその管理を図るための体制は整備済みで

ある。 
 

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 「取締役会規程」に基づき、取締役会が 17 回開催された。 
② 「海外交通・都市開発事業委員会規程」に基づき、海外交通・都市開発事業委員会

が 18 回開催された。 
 

（４）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

「文書管理規程」、「情報管理規程」及び「情報セキュリティ対策基準」に則り、適切
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に情報の保存及び管理を実施した。 
 
（５）会社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

① 取締役会へ投資先企業における内部統制等の状況について報告を実施した。 
② 投資先企業における株主権の行使等をモニタリングの観点等から適切に実施した。 

 
（６）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、取締役会及び海外交通・都市開発事業委員会に出席し、経営・業績に影

響を及ぼす重要な事項等について意見を述べた。 
② 監査役は、会計監査人及び監査担当者と適宜会議等を行い、より広範な情報共有を

行った。 
 

７．親会社等との取引に関する事項 

 当社は、親会社等である財務大臣から追加での出資金の受入れ（総額 604億円、1株あ

たりの払込金額 5万円）を行っております。この取引における取引条件（1株あたりの払

込金額）及びその決定方法については、他の株主様と同様の条件により決定しておりま

す。当社取締役会としては、社外取締役も含めた取締役の全員一致により、当事業年度に

おける親会社等との間の取引は適正な条件により行われており、当社の利益を害さないも

のと判断しております。 


